
旧徳永家住宅改修工事請負契約の変更について（専決分報告）

土蔵1、2

土蔵3、4

解体・撤去

母屋

ガレージ

工事名 旧徳永家住宅改修工事 契約の相手方 豊徳建設株式会社

工事期間
変更前：令和６年７月１日から令和７年３月31日
変更後：令和６年７月１日から令和７年６月30日

契約金額
変更前：409,420,000円
変更後：435,283,420円

仮契約締結日 令和６年12月25日 契約締結日 令和６年12月27日（専決処分）

変更理由

旧徳永家住宅改修工事（以下「改修工事」）という。）は、工事を進める中で、主屋及び土蔵について想定外の蟻害による
構造部材の腐朽が発覚し、施工内容を変更する必要があり、契約期間の延長及び契約金額の増額が生じため、変更契約を締結
したもの。
なお、改修工事に関する予算を次年度への繰越明許費を設定する補正予算を12月議会に提出し、議決の後に令和６年12月25

日付で契約変更に係る仮契約を締結。
契約締結についても本来であれば議会の議決を要するが、令和７年２月定例会までの間工事の中断が生じ、工事に要する期

間及び費用が増加するため、早急に契約を締結する必要があり、また議会を招集する時間的余裕もないことから、市長におい
て専決処分したもの。

主な施工内容の変更

令和7年２月３日
市民生活部
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（専決第１号）令和６年度守口市一般会計補正予算（第８号）【令和７年1月16日専決】

歳入歳出予算の補正 （単位：千円）

国　庫
支出金

府
支出金

地方債 その他 一般財源

報酬 1,193 1,193

旅費 114 114

需用費 709 709

役務費 9,227 9,227

委託料 35,000 35,000

負担金、補助
及び交付金

529,200 529,200

575,443 575,443 0 0 0 0

（参考）補正後の歳入歳出予算の総額

78,395,769 千円

575,443 千円

78,971,212 千円

企画財政部財政課

事業名等 款 項 目 節 補正額

財源内訳(歳入)

備考

合　　計

補正前の額

補正額

補正後の額

物価高騰低所得世帯支援給付金支給事業 民生費 社会福祉費

住民税非課税
世帯等臨時特
別給付金支給
事業費

令和７年２月３日
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令和７年２月３日 

こ ど も 部 

 

守口市立幼稚園条例に基づく保育料等に係る債権の放棄について 

 

１ 案件内容 

本市において過去に設置していた市立幼稚園に係る幼稚園保育料、市立保育所に係る給食費の

ほか、現在、設置している市立認定こども園に係る給食費、時間外保育保育料を滞納している者の

うち、すでに消滅時効期間である２年を経過し、事実上債権回収が不可能なものについて、議会の

ご議決を賜り、債権放棄を行った後に、不納欠損処理の手続きを取るもの。 

 

２ 対象とする債権の内容 

年  度 債権の種類 放棄する額 件  数 債権の消滅時効法令 

昭和 60 年度 

保育料 
13,500 円 ３件 ２年(民法の一部を改正する

法律（平成 29 年法律第 44

号）による改正前の民法

（明治 29年法律第 89号）

第 173 条第３号) 

昭和 61 年度 45,000 円 10 件 

平成 29 年度 

給食費 

47,960 円 39 件 

平成 30 年度 12,000 円 12 件 

平成 31 年度 10,500 円 11 件 

平成 30 年度 時間外保育 

保育料 

400 円 １件 

平成 31 年度 37,500 円 ８件 

合  計 166,860 円 84 件  

 

３ 債権放棄の内訳 

債権の種類 
欠損対象調定期間及び調定額 

放棄する債権額 

調定期間 調定額 

保育料 

令和６年４月～ 

令和７年３月 

96,500 円 58,500 円 

給食費 2,214,160 円 70,460 円 

時間外保育 

保育料 
323,200 円 37,900 円 

合  計  2,633,860 円 166,860 円 
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令和７年２月３日 

守口市教育委員会 

【行政会議資料】 

守口市奨学資金条例に基づく貸付金に係る債権の放棄について 

 

１ 案件内容 

本市奨学資金貸付金返還金の滞納のうち、主債務者の死亡が確認され、かつ 

連帯保証人についても死亡及び居所不明であることから、債権の回収が極めて 

困難であるものについて、議会のご議決を賜り、債権放棄を行った後に、不納 

欠損処理の手続きをしようとするもの。 

なお、本件については、令和７年１月守口市教育委員会定例会において、教育 

委員から意見を聴取し、承認を得ている。 

２ 令和６年度債権放棄の内容 

年度 債権の種類 放棄する額 件数 理由等 

昭和 55年度 
守口市奨学 

資金貸付金 
22,000 円 1 件 令和６年 11 月 11 日付けで死亡 

合計  22,000 円 1 件  

放棄する貸付金に係る守口市奨学資金条例第 11 条の規定に基づく債権放棄の 

日までの延滞金についても放棄する。 

３ 債権放棄の内訳 

債権の種類 
欠損対象調定期間及び調定額 

放棄する債権額(円) 
期  間 額(円) 

奨学資金貸付金 
令和６年４月～ 

令和７年３月 
19,205,000 22,000 
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１　案件内容

　　　援用の意思表示がない債権について、議会のご議決を承り、債権放棄をした後に、不納欠損処理の手続きを取らせて頂くもの。

２　令和６年度　債権放棄の内容　（年度別一覧）
放棄する額 世帯件数 調定件数 

（円） （件） （件）

平成28年度 25,421 3 8

平成29年度 113,179 8 27

平成30年度 835,059 149 264

平成31年度 940,934 155 356

1,914,593 315 655

３　債権放棄の内訳

債権放棄額

（円） 世帯件数 調定件数 円 世帯件数 調定件数 円

水道料金 1,914,593 56 101 215,134 259 554 1,699,459

守口市水道条例に基づく水道料金に係る債権の放棄について

　　　　水道使用者の死亡や居所不明が原因で、徴収が極めて困難となり、２年の消滅時効到来かつ最終納付後５年を経過し、債務者から時効の

令和7年2月3日
　水 　道   局　

債権の種類
死亡 居所不明

合計

年度 債権の種類 債権等の消滅時効法令

水道料金（給水料金及びメーター料）
民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）
による改正前の民法（明治29年法律第89号）第173
条第１号
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【行政会議資料】 

令和７年２月３日 

守口市教育委員会 

 

守口市奨学資金条例に基づく貸付金に係る訴えの提起について 

 

１ 案件内容 

 当該滞納者は、守口市奨学資金条例に基づき貸付けを受けたが、長

期間にわたり返還を怠り、再三の催告にもかかわらず、滞納を続けて

いる。 

市教育委員会は、催告状の送付や、電話・訪問による催告に加え、

弁護士名による法的措置の予告を送付するなど、手を尽くして当該滞

納者と接触を試み、幾度も納付折衝を行い、任意弁済を促してきた。

当該滞納者も、債務の存在を認識し、折衝の中で、書面による納付の

約束も行ったが、その全てを反故にし、現在も滞納を続けている。 

 そこで、市教育委員会は、法的措置に至る直前の最後通牒を内容証

明郵便で送付し、期限を指定して自主納付を求め、当該滞納者の郵便

受取も確認したが、一切反応がなかった。 

 本件については、これまでの経緯を踏まえても、今後の自主的な返

還が見込めないため、適切な債権管理の観点から、元金及び守口市奨

学資金条例第11条に基づき算出した延滞金を含む全額の支払いに係る

訴えを提起するにあたり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条

第１項第12号の規定により、議会の議決を求める。 

 なお、本件については、令和７年２月守口市教育委員会定例会にお

いて、教育委員から意見を聴取し、承認を得る予定としている。 

 

２ 当事者 

（１） 原 告 

            守口市 

             代表者  市長 瀬野 憲一 

 

（２） 被 告 

            奨学生   １名 

            連帯保証人 １名 
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３ 事件名 

 奨学資金貸付金返還請求事件 

 

４ 裁判所 

 枚方簡易裁判所 

 

５ 請求の趣旨 

（１） 被告は原告に対し、当該貸付金の元本及び守口市奨学資金条

例第11条に基づき計算した延滞金を支払え。 

（２） 訴訟費用は被告負担とする。 

との判決を求める。 

 

６ 請求の原因 

原告は、平成30年度まで、旧守口市奨学資金条例（昭和44年３月28日条例

第13号）に基づき、向学心がありながらも経済的理由によって修学困難な者

に対し、高等学校・高等専門学校・専修学校（高等課程・専門課程）・短期

大学・大学の奨学資金の貸付けを行っていた地方公共団体である。 

被告は、上記貸付金の貸付けを受けた奨学生本人及びその連帯保証人であ

る。 

 

（１） 金銭消費貸借契約の内容 

（ア） 貸付金額 入学準備金 160,000円 

     修学金   224,000円 

（イ） 返済期間  

貸付が終了した翌月から１年据え置き、10年を限度とする。 

（ウ） 返済日 

 毎月市教育委員会が指定する日 

（エ） 利息 付さない 

（オ） 延滞金 

 正当な事由がなく返還を遅延したときは、その遅延金額につ

き年7.25パーセントの割合で計算した金額。 

（カ） 期限の利益の喪失条項 

 あるが行使していない。 

（キ） 未払返還金額 

 被告は、別紙計算書の支払日及び支払額のとおり返還をし、

本訴えの提起時点の未払返還金額及び延滞金の合計額は、

443,351円となる。 
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 令和７年２月３日 

総   務   部 

 

 

守口市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案 

 

１. 改正の趣旨及び内容 

（改正の趣旨） 

民間労働法制において、令和６年５月に介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の内容

を含む「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推

進法の一部を改正する法律」（令和６年法律第42号。以下「改正法」という。）が成立した。 

また、国家公務員においても同年８月に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」において、仕事と

介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備を実施することとされ、介護離職防止のための仕事と介

護の両立支援制度に関する周知の強化等が行われる。 

地方公務員法第24条第４項において、地方公共団体の職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を

定めるにあたっては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われな

ければならないこととされており、本市においても仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を行う

ため改正する。 

（内容） 

・配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する、各種制度の案内や意向確認などを講じることに

ついて定める。 

・勤務環境の整備に関する措置（職員からの相談体制の整備など）について定める。 

２. 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 

 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 

 

１. 改正の趣旨及び内容 

（改正の趣旨） 

改正法に伴い、規定を引用している条項について所要の改正を行う。 

（内容） 

  引用する条項を変更する。 

２. 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 
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令和７年２月３日 

総 務 部 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

案について 

 

 

１ 制定趣旨 

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67 号。令和７年６月１日施

行。）により、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、これらに代えて「拘禁刑」が

創設される。 

  この改正に伴い、本市条例において引用している「懲役」及び「禁錮」を「拘

禁刑」に改正する必要がある。 

 

２ 制定内容 

次に掲げる条例中「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改める。  

(１) 集会集団行進及び集団示威運動に関する条例 

(２) 職員の給与に関する条例 

(３) 職員の退職手当に関する条例 

(４) 守口市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

(５) 守口市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

(６) 守口市有功者条例 

(７) 守口市消防団条例 

(８) 守口市情報公開条例 

(９) 守口市行政不服審査会条例 

(10) 守口市個人情報保護法施行条例 

(11) 守口市個人情報保護審査会条例 

 

３ 施行期日 

 令和７年６月１日から施行する。 
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                             令和７年２月３日 

健 康 福 祉 部 

 

守口市生活困窮者自立相談支援事業等委託事業者プロポーザル選定委員会条例案 

について 

 

１ 趣旨 

生活福祉課が所管する生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者就労支援事業 

の両事業を委託する事業者の選定に関し、市長の諮問に応じて調査審議する、守

口市生活困窮者自立相談支援事業等委託事業者プロポーザル選定委員会（以下

「委員会」という。）を設置するため、下記のとおり守口市生活困窮者自立相談

支援事業等委託事業者プロポーザル選定委員会条例案を令和７年２月守口市議会

定例会に提出する。 

 

２ 主な制定内容 

(１) 委員会の所掌事務について定める。（第２条関係） 

(２) 委員会の委員について定める。（第３条関係） 

(３) 委員長及び副委員長について定める。（第５条関係） 

(４) 委員会の会議について定める。（第６条関係） 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 

 

４ 条例の失効 

この条例は、令和８年３月 31日限り、その効力を失う。 
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令和７年２月３日 

こ ど も 部 

 

 

 

 

守口市立認定こども園条例の一部を改正する等の条例案について 

 

 

１ 改正の経緯 

  今年度、令和７年度から令和 11年度までを計画期間とする今後の教育・保育

の確保方策を含む「守口市こども計画」の策定を進めている。 

当該計画（案）において、定員拡大と利用児へのサービスの拡充を図るため、

守口市立にじいろ認定こども園を令和９年度に民間移管することとしているこ

とから、当該認定こども園の民間移管に伴う所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

 (１) 守口市立認定こども園条例の一部改正【第１条関係】 

・守口市立にじいろ認定こども園を廃止するため、その名称及び位置を削除

する。 

    ・その他規定整備 

 (２) 守口市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例の廃止【第２条関係】 

    守口市立にじいろ認定こども園の廃止に伴い、条例を廃止する。 

 

３ 施行期日 

令和９年４月１日から施行する。 

 

４ 経過措置 

この条例の施行の日前の公務に起因する災害を受けた者については、第２条

の規定による廃止前の守口市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医

及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。 
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令和７年２月３日 

こ ど も 部 

 

 

 

 

守口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例案についてあああああああああああああああああああああああああああ 

 

 

１ 改正の趣旨及び内容 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和６年法律第５３号）により、栄養士法（昭和２２年法律第２

４５号）が改正され、これまでは管理栄養士国家試験は、栄養士の免許を受けた者

でなければ受けることができなかったが、改正後においては、管理栄養士養成施

設卒業者については栄養士免許の取得が不要となった。（令和７年４月１日施行） 。 

  このことにより、栄養士免許を取得せずとも管理栄養士となることが可能とな

ったことから、国において家庭的保育事業等の運営等に関する要件として「栄養

士」を配置することを求めていたところ、 今後は栄養士免許を有さない管理栄養

士を配置した場合についても同要件を満たすことができるよう、内閣府令の基準

改正が行われた。 

標記の条例は、児童福祉法の規定により、国の基準に従い、または参酌して定め

ることとされていることから、国同様の改正を行う。 

⇒ 家庭的保育事業等の食事の提供の特例に関する規定に関する要件のうち、

献立等に関し、必要な指導、助言等を行う者を「栄養士」から「栄養士又は管

理栄養士」に改める。 

 

 

２ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 
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令和７年２月３日 

こ ど も 部 

 

 

守口市立児童センター条例を廃止する条例案について 

 

 

１ 趣旨、内容 

守口市立児童センター（以下「児童センター」という。）については、昭和 59 年

度に開設し、小学生の遊びの場として、また、平成 28 年度からは地域子育て支援

拠点として、乳幼児及びその保護者相互の交流を行う場等の提供を行っている。 

今年度、令和７年度から令和 11年度までを計画期間とする「守口市こども計画」

の策定を進めており、当該計画（案）において、児童センターの機能のうち、「も

りぐち児童クラブ登録児童室」の機能と同様である小学生の遊びの場としての機

能は廃止し、地域子育て支援拠点の機能については、代替となる地域子育て支援拠

点を充足した上で、令和７年度末をもって児童センターを廃止することとしてい

ることから、守口市立児童センター条例を廃止する。 

 

２ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 
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〇 建築物省エネ法の一部改正（R7.4.1施行）に伴い、原則 全ての建築物に省エネ基準適合が義務化 されるため、新たに判定の対象となる建築物の手数料を設定

〇省エネ性能の新たな評価手法として、 仕様・計算併用法が追加 されるため、その手数料を設定

〇 建築物省エネ法の一部改正に伴い、 削除される手続きが生じる ことから、該当する手数料を削除

〇 建築物省エネ法及び建築基準法の一部改正に伴い、 審査項目の新設及び審査対象が変更 となることから、当該審査・検査事務の手数料を改定

〇 守口市建築基準法施行条例の一部改正（建築確認申請手数料の改定）に伴い、 ワンストップ申請 （同時に建築物省エネ法等の認定と確認申請）の手数料の改定

■手数料改定概要

（１）改定を行う手数料

（２）改定方針

（３）手数料額 （４）施行期日 令和７年４月１日施行

主な内容
背景

改定方針
改正前 改正後

①省エネ基準適合義務化
制度の見直しへの対応
（R7.4.1施行）

・住宅用途建築物・小規模非住宅建築物（～３００㎡）
については、省エネ基準適合義務の対象外

・原則全ての建築物について、省エネ基準適合義務
の対象

・新たに省エネ適判の対象となる住宅用途建築物及び
小規模非住宅建築物（～３００㎡）の審査手数料を設定

②認定手続きにおける
新たな評価方法に対応
する手数料の設定
（R7.4.1施行）

・住宅の省エネ性能認定のための評価手法として、
「標準計算法」「仕様基準」等の手法があり、対応する
審査所要時間が国により明示

・住宅の省エネ性能認定のための評価手法として、
「仕様・計算併用法」が追加、対応する審査所要
時間も併せて明示

・国の示す時間数に基づき、新たな評価手法の審査手数料
を設定

③省エネ基準適合認定制度
の廃止
（R7.4.1施行）

・省エネ基準に適合している既存建築物について、所
管行政庁の認定を受けることができる制度

（廃止） ・当該認定に関する手数料の規定を削除

④建築確認及び検査項目・
対象の見直しへの対応
（R7.4.1施行）

・建築確認に併せて省エネ基準への適合を確認することが可能となることに伴い審査事務時間が増加

・建築確認、検査対象範囲の変更、審査省略制度の縮小に伴い審査事務時間が増加
・審査事務時間の増加に伴い手数料を改定

⑤建築確認申請手数料の
改定に伴う手数料の改定
（R7.4.1施行）

・守口市建築基準法施行条例の一部改正により、ワンストップ申請（建築物省エネ法等の認定申請に併せて 
確認申請を行う申請）の手数料を改定

・守口市建築基準法施行条例で定める建築確認申請手数
料と同じ額としている手数料を改定

大阪府と同額

守口市手数料条例及び守口市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案（概要）

守口市手数料条例 守口市建築基準法施行条例

・長期優良住宅建築等計画の認定に関連する手数料（別表第3関係）

・低炭素建築物新築等計画の認定に関連する手数料（別表第４関係）

・省エネルギー性能適合性判定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関連する手数料（別表第５関係）

・建築確認、検査に関連する手数料（第５条関係）

令和 7年 ２月 ３日
都 市 整 備 部
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令和７年２月 3 日 

【環境下水道部】 

守口市地球温暖化対策実行計画協議会条例案について 

 

１ 制定趣旨 

近年、地球温暖化の進行により、記録的な豪雨や災害並の猛暑など、その影響は顕在化

し、地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガスの削減は取り組むべき喫緊の

課題である。    

国内では、2021 年４月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、2030 年度における

温室効果ガス排出量を2013 年度比で 46％削減を目指すこと、さらに 50％の高みにむけ

て挑戦を続けることが表明された。また、地方公共団体も含まれる「業務その他部門」につい

ては、51％削減することが目標となっている。 

守口市においても、脱炭素社会（温室効果ガス排出量を実質ゼロ）の実現に向けた将来ビ

ジョン及び2030 年度に向けた新たな目標を定め、具体的な施策を実行していくため、地球

温暖化対策の推進に関する法律第21条第４項の規定に基づく守口市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）の策定に向け、同法第 22条第１項の規定に基づく協議会を設置するこ

ととし、下記のとおり守口市地球温暖化対策実行計画協議会条例案を令和７年２月守口市

議会定例会に提出するものである。 

 

２ 主な制定内容 

(１)協議会の所掌事務について定める。（第２条関係） 

(２)協議会の委員について定める。（第３条関係） 

(３)会長及び副会長について定める。（第４条関係） 

(４)協議会の会議について定める。（第５条関係） 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 
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令和 7 年 2 月 3 日 

環 境 下 水 道 部 

 

 

守口市下水道条例の一部を改正する条例案について 

 

 

１ 改正趣旨 

下水道法施行令（昭和 34 年政令第 147 号）第９条の 11 第１項第６号が改正

されることに伴い、所要の改正を行うため、本市下水道条例の一部を改正するも

の。 

 

 

２ 改正内容（第 18条関係） 

「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める。 

 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 
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令和７年２月３日 

環境下水道部 

 

旧第 4 号炉焼却施設解体工事請負契約の締結について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 名 旧第 4 号炉焼却施設解体工事 

契 約 の 相 手 方 西部建設株式会社関西支店 

契 約 金 額 964,480,000 円（落札率 70.67％） 

工 期 議決の日の翌日から令和９年２月２６日 

工 事 内 容 

旧第 4 号炉焼却施設解体工事に伴う関連工事一式 

解体施設の概要  

施設名称  旧第４号炉焼却施設  

主要用途  ごみ焼却場 焼却能力 142ｔ/日（142 ｔ/日×1 炉） 

炉 形 式  全連続焼却ストーカ式  

煙  突  鉄筋コンクリート造、耐火レンガ 地上 50m  

その他付属施設（計量棟、自動車車検場、自動車整備工場、控室等） 

入 札 方 法 条件付き一般競争入札（１月１６日開札） 

入 札 結 果 
入札参加者数   ６者 

最低制限価格以下 １者 

施工範囲 
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企画財政部財政課

令和6年度守口市一般会計補正予算（第９号）
１　歳入歳出予算の補正 （単位：千円）

国　庫
支出金

府
支出金

地方債 その他 一般財源

総務費 総務管理費 一般管理費 職員手当等 267,038 267,038

総務費 総務管理費 一般管理費 災害補償費 2,389 2,389

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料 ▲ 24,816 ▲ 24,816

総務費 総務管理費 一般管理費
使用料及び賃
借料

▲ 4,511 ▲ 4,511

総務費 総務管理費 生涯学習費 積立金 41 41 0
・利子収入

総務費 総務管理費
コミュニティ
センター費

工事請負費 ▲ 22,968 ▲ 57,144 29,100 5,076 0

・（国補）都市構造再編集
中支援補助金　▲57,144
・地区コミュニティセン
ター整備事業費債　29,100
・基金繰入金（公共施設）
5,076

総務費 総務管理費 諸費 積立金 763,175 175,420 587,755
・土地売却収入

民生費 社会福祉費
社会福祉総務
費

委託料 ▲ 113,445 ▲ 70,283 ▲ 43,162 ・（国補）デジタル基盤改
革支援補助金　▲70,283

民生費 社会福祉費
社会福祉対策
費

積立金 2,000 2,000 0 ・寄附金

民生費 社会福祉費
障がい者福祉
費

役務費 300 300

民生費 社会福祉費
障がい者福祉
費

扶助費 80,000 40,000 20,000 20,000

・（国負）障がい者医療費
国庫負担金　40,000
・（府負）自立支援医療費
負担金　20,000

民生費 社会福祉費 老人福祉費 繰出金 875 875

民生費 児童福祉費
児童福祉総務
費

委託料 4,048 2,000 2,048
・（国補）出産・子育て応
援交付金

民生費 児童福祉費 児童措置費
負担金、補助
及び交付金

657,756 349,206 145,478 163,072

・(国負)児童福祉費負担金
349,206
・(府負)児童福祉費負担金
132,269
・(府補)児童福祉費補助金
13,209

衛生費 清掃費 ごみ処理費
負担金、補助
及び交付金

▲ 35,981 ▲ 35,981

土木費 都市計画費 緑・花事業費 積立金 210 210 0
・寄附金　200
・利子収入　10

消防費 消防費 常備消防費
負担金、補助
及び交付金

▲ 40,268 ▲ 40,268

消防費 消防費 災害対策費 備品購入費 7,949 3,974 3,975
（国補）新しい地方経済・
生活環境創生交付金（地域
防災緊急整備型）

消防費 消防費 災害対策費 積立金 619 619 0 ・利子収入

教育費 教育総務費 事務局費 委託料 ▲ 25,206 ▲ 15,152 ▲ 10,054

教育費 教育総務費 事務局費 積立金 17,012 17,012 0
・利子収入　5,012
・ふるさと納税　12,000

教育費 小学校費 学校建設費 工事請負費 ▲ 128,796 13,265 ▲ 104,100 ▲ 37,961 0

・（国負）公立学校施設整
備費負担金　11,792
・（国補）学校施設環境改
善交付金　1,473
・義務教育施設整備事業費
債（守口小学校建設工事）
▲104,100
・学校教育施設整備基金
▲37,961

教育費 中学校費 学校管理費 委託料 3,740 3,740

教育費 中学校費 学校管理費 工事請負費 59,290 23,826 23,800 11,664

・（国補）学校施設環境改
善交付金　23,826
・義務教育施設整備事業費
債（電子錠扉）23,800

1,470,451 289,692 165,478 ▲ 51,200 162,417 904,064

款 項 目 補正額

交付税 交付税 交付税 938,529

寄附金 寄附金 一般寄附金 ▲ 12,000

繰越金 繰越金 純繰越金 107,535

市債 市債 臨時財政対策
債

▲ 130,000

904,064

（参考）補正後の歳入歳出予算の総額

78,971,212 千円

1,470,451 千円

80,441,663 千円

２　継続費の補正

（変更） （単位：千円）

総　額 年　度 年　割　額 総　額 年　度 年　割　額

令和６年度 230,571 令和６年度 207,603

令和７年度 705,177 令和７年度 634,986

令和８年度 402,952 令和８年度 363,011

令和６年度 1,264,029 令和６年度 1,135,233

令和７年度 5,464,901 令和７年度 4,908,420

令和８年度 675,806 令和８年度 1,346,147

３　繰越明許費の補正

（追加） （単位：千円）

款 項

土木費 都市計画費

土木費 都市計画費

消防費 消防費

教育費 中学校費

４　債務負担行為の補正
（廃止） （単位：千円）

（変更） （単位：千円）

期間 限度額 期間 限度額

令和11年度 817 令和７年度 117

５　地方債の補正
（廃止） （単位：千円）

（変更） （単位：千円）

712,100 → 766,400 (+54,300)

108,500 → 128,300 (+19,800)

389,600 → 573,600 (+184,000)

72,800 → 93,500 (+20,700)

355,400 → 410,300 (+54,900)

臨 時 財 政 対 策 債 130,000

事業名

補正前 補正後

健 康 管 理 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 事 業

事業名 限度額

福 祉 総 合 シ ス テ ム 標 準 化 構 築 事 業 令和7年度 141,370

就 学 シ ス テ ム 標 準 化 構 築 事 業 令和7年度 29,998

事業名 期限 限度額

シ ス テ ム 標 準 化 関 連 環 境 整 備 事 業 令和7年度 29,328

都 市 計 画 道 路 豊 秀 松 月 線
電 線 共 同 溝 工 事 等 委 託 事 業

27,525

都 市 計 画 道 路 豊 秀 松 月 線
道 路 改 良 工 事 【 第 Ⅱ 期 】

43,918

市 立 中 学 校 電 子 錠 扉 設 置 事 業 63,030

防 災 対 策 事 業 7,949

事業名
補正前 補正後

庭窪コミュニティセンター整備工事 1,338,700 1,205,600

守口小学校建設工事 7,404,736 7,389,800

事業名 金額

補 正 後 の 額

歳
　
入

事業名等 備考

交付税（追加分）

一般寄付金

純繰越金

臨時財政対策債

合　計

補 正 前 の 額

補 正 額

⑬大阪広域環境施設組合負担金事業

⑭緑・花基金積立事業

⑮守口市門真市消防組合負担金事業

⑯防災対策事業

⑫認定こども園等運営助成事業

⑧愛のみのり基金積立事業

⑨障がい者自立支援事業

➉特別会計介護保険事業繰出事業

⑪妊婦等包括相談支援事業

　　　　　　　　　　（単位：千円）

⑰がんばる守口助け合い基金積立金事業

⑱就学システム標準化構築事業

⑲学校教育施設整備基金積立事業

⑳守口小学校建設工事

㉑中学校電子錠扉設置工事

合　　計

補正額
財源内訳(歳入)

備考

歳
出

①職員退職手当追加分

②通勤災害補償事業

③システム標準化関連環境整備事業

④生涯学習援助基金積立事業

⑤庭窪コミュニティセンター整備事業

⑥減債基金積立事業

事業名等 款 項 目 節

⑦福祉総合システム標準化構築事業

防 災 施 設 整 備 事 業 費 債

公 共 施 設 等 除 却 特 例 債

起債の目的 限度額

地区コミュニティセンター整備事業費債

街 路 築 造 事 業 費 債

公 園 築 造 事 業 費 債

令和７年２月３日
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令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日 

健 康 福 祉 部 

 

 

令和６年度守口市特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第１号）について 

 

１ 補正予算額 

65,000千円（補正予算後の予算総額：  2,787,000千円） 
 
２ 補正予算の内容 

（１）後期高齢者医療広域連合納付金の補正 

   後期高齢者医療制度において、市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律第

105 条に基づき、後期高齢者医療広域連合に対して、後期高齢者医療広域連合の

規約で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第 99 条第１項及

び第２項の規定による繰入金並びに被保険者から徴収した保険料等の納付を行っ

ている。 

   保険料の収入が令和６年度の予算額を超えることから、令和６年度の負担金の

支払額が不足するため、増額補正しようとするものである。 

 

◎ 内訳 

【 歳出 】 

（款）総務費 （項）後期高齢者医療広域連合納付金  

（目）後期高齢者医療広域連合納付金 

65,000千円 

 

【 歳入 】 

（款）後期高齢者医療保険料 （項）後期高齢者医療保険料  

（目）普通徴収保険料 

45,000千円 

 

  （款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 

     20,000千円 

 

 

行 政 会 議 資 料 
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令和７年２月３日 

健 康 福 祉 部 

令和６年度守口市特別会計介護保険事業補正予算（第２号）について 

 

１．補正理由 

 高額介護サービス費及び介護予防・生活支援サービス費等について、当初予算を上

回る見込みであることから、所要の金額を追加する。また、介護給付費準備基金の運

用利子が増加したため、介護給付費準備基金への積立金を追加する。 

ついては、令和７年２月市議会定例会に、令和６年度守口市特別会計介護保険事業

補正予算（第２号）を提出する。 

 

２．予算内容 

歳入                         （単位：千円） 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歳出                                                                          （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

補正前歳入歳出総額：18,275,292 千円 

今 回 補 正 額：   7,006 千円 

補正後歳入歳出総額：18,282,298 千円 

 

内容 款 項 目 補正額

国庫負担金
介護給付費
負担金

800

調整交付金 350

地域支援事
業交付金

600

府負担金
介護給付費
負担金

500

府補助金
地域支援事
業交付金

375

介護給付費
交付金

1,080

地域支援事
業支援交付
金

810

介護給付費準備基金利子収入
の追加

財産収入 財産運用収入
利子及び配
当金

6

介護給付費
繰入金

500

地域支援事
業繰入金

375

介護給付費準備基金の取崩し 繰入金 基金繰入金
介護給付費
準備基金繰
入金

1,610

7,006

国、府支出金の追加

国庫支出金

国庫補助金

府支出金

一般会計繰入金の追加 繰入金
一般会計繰入
金

支払基金交付金の追加
支払基金交付
金

支払基金交
付金

合計

 

国支出金 府支出金 繰入金
支払
基金

準備
基金

その他

介護サービス給付事業 保険給付費 保険給付費
審査支払手
数料

役務費 1,000 250 125 125 270 230

高額介護サービス給付事業 保険給付費 保険給付費
高額介護
サービス費

負担金、補助
及び交付金

3,000 750 375 375 810 690

介護予防・生活支援サービス事
業

地域支援事
業費

介護予防・生
活支援サービ
ス事業費

介護予防・
生活支援
サービス事
業費

負担金、補助
及び交付金

3,000 750 375 375 810 690

介護給付費準備基金積立事業 基金積立金 基金積立金
介護給付費
準備基金積
立金

積立金 6 6

7,006 1,750 875 875 1,890 1,610 6

補正額
財源内訳

合計

事業名 款 項 目 節
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（単位 ： 千円）

（単位 ： 千円）

（単位 ： 千円）

１　資本的
　　支出

１　建設
　　改良費

守口市守口処理場
沈砂池ポンプ棟・
寺方ポンプ場
更新事業

補
　
正
　
前

補
　
正
　
後

68

1,490,600 75

1,038,400 55

7

8

943,600 943,600 15

11

87,200

1,055,000

1,490,600

1,038,400

36,800 36,900 0

27

その他

２ 継続費の補正
（変　更）

（参　考）資本的支出の総額

補正前の額

資本的支出

備　　　考

　（目）無形固定資産購入費
　（節）寝屋川北部流域下水道建設負担金

　（目）処理場整備費
　（節）委託料

款 項 年度
財源内訳

国（府）支出金 企業債

（単位 ： 千円）

資本的支出 3,795,106

補正額

100,045

補正後の額

3,895,151

款

３ 企業債の補正

起債の目的 補正前の限度額 補正額 補正後の限度額

寝屋川北部流域下水道事業 222,800 103,800 326,600

（変　更）

4,689,900 4,759,100 382

1,857,327

2,671,305

1,887,215

157,073

66,330

34,204

1,335,600 1,335,700 5

928,600 928,700

1,001,751

611,668

1,109,877

6 17,100 17,100 4

10

11

500,800 500,900 51

12

13

14

1,055,000 64

6

14 0 68,900 70

計 4,698,000 4,698,400 350

9

33,100 33,200 30

78,500 78,500 73

554,900 554,900 77

305,800 305,800

9,396,750

国（府）支出金

建設改良費 △ 3,801 0 0 △ 3,801

企業債 その他

13 339,800 339,800 32

12 623,100 623,200 55

10

19,000 19,000 5

8

9

87,300 26

固定資産購入費 103,846 0 103,800 46

令和7年2月3日
【環境下水道部】

令和6年度守口市下水道事業会計補正予算（第4号）

１ 資本的収入及び支出の補正

支　出

収　入

資本的収入
　（目）企業債
　（節）建設改良費債

（単位 ： 千円）

款 項 補正額 備　　　考

企業債 103,800

項 補正額

財源内訳

事業名 年割額

9,449,382

68,970

679,632

1,246,355

2,076,855

2,981,275

2,110,064

174,526

73,700

38,005

7

計

備　　考
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（単位：千円、％）

令和7年度 令和6年度 増減額 増減率

79,400,000 73,990,000 5,410,000 7.3

国 民 健 康 保 険 事業 会 計 14,223,000 15,225,000 ▲ 1,002,000 ▲ 6.6

後期高齢者医療事業会計 2,818,000 2,722,000 96,000 3.5

介 護 保 険 事 業 会 計 18,054,000 17,973,000 81,000 0.5

公共用地先行取得事業会計 486,000 443,000 43,000 9.7

＜　　小　　計　　＞ 35,581,000 36,363,000 ▲ 782,000 ▲ 2.2

水 道 事 業 会 計 4,497,039 4,422,362 74,677 1.7

下 水 道 事 業 会 計 8,385,822 7,661,852 723,970 9.4

≪特別会計合計≫ 48,463,861 48,447,214 16,647 0.0

127,863,861 122,437,214 5,426,647 4.4

令和7年度　守口市各会計別当初予算案一覧表

会　　　　計　　　　名

一　　般　　会　　計

特
別
会
計

【　　総　　　　計　　】

企画財政部財政課

令和７年２月３日
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令和７年度守口市一般会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の補正 （単位：千円）

国　庫
支出金

府
支出金

地方債 その他 一般財源

産業費 商工費 商工振興費 委託料 335,995 306,803 29,192

物価高騰対応
重点支援地方
創生臨時交付
金

335,995 306,803 0 0 0 29,192

補正に必要な一般財源については、財政調整基金29,192千円で財源措置します。

（参考）補正後の歳入歳出予算の総額

79,400,000 千円

335,995 千円

79,735,995 千円

補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額

合　　計

守口市くらしの応援商品券事業

備考事業名等 款 項 目 節 補正額
財源内訳(歳入)

企画財政部財政課

令和７年２月３日
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令和７年２月３日 

危 機 管 理 室 

 

避難所従事者参集訓練について 

 

１ 実施目的 

 本市避難所従事者のうち「緊急対応班」は、災害発生後、速やかに指定避難

所を開設できるよう、避難所の近傍に居住する市職員を割り当てしている。こ

れら職員を対象に非常参集訓練を実施し、災害発生時に速やかに指定避難所を

開設できることを目的とする。 

 

２ 実施予定期間 

令和７年２月 12日(水)～14日(金)   

※庁内には実施予定期間のみを周知 

 

３ 実施日及び時間 

・上記期間のうちで危機管理監が当日に決定 

・午前８時から９時まで 

 

４ 実施場所 

全指定避難所（32か所） 

 

５ 訓練対象者 

・守口市災害対策本部員 17名 

・指定避難所従事者（緊急対応班）96名 

 

６ 訓練想定 

午前８時に和歌山沖を震源とする南海トラフ巨大地震が発生し、守口市では震

度６弱を観測。市では災害対策本部を自動設置し、全指定避難所を開設すること

となった。 

 

７ 訓練内容 

・危機管理室から災害対策本部ロゴチャット（LC）グループに連絡し、本部員を

招集する。また、避難所従事者（緊急対応班）責任者 LC グループに連絡し、

防災服着用の上、避難所へ参集するよう伝達する。 

・責任者は他の従事者に連絡し、同様に参集するよう指示をする。 

・従事者が３人揃った時点で訓練終了とするが、午前９時までは他の従事者を 

待つこととする。（午前９時で強制終了） 
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令和７年度守口市一般会計の編成過程 

 

 

１ 令和７年度一般会計予算案 

 令和７年度当初予算案は、高齢化の進展や障がい者福祉サービス給付費の増加などによ

る社会保障経費の増や、老朽化した公共施設等の整備更新及び学校建設などによる建設事

業費の増により、令和７年度一般会計予算案の歳出予算総額は 794.0 億円となり、令和６

年度当初予算 739.9 億円と比較して、54.1 億円、7.3％の増となりました。 

 
２ 令和７年一般会計予算案の編成にあたっての調整（査定） 

 「歳入の範囲内で歳出を組む」という原則のもと、「選択と集中」により施策の優先順

位を見極め、限られた財源の中で各事業をより効率的、効果的に実施するため、事業の内

容、必要性、緊急性、経費の正当性等を精査した上で、各部局からの要求額 811.9 億円に

対し、17.9 億円の減額の調整（査定）を行いました。 

 

【一般会計 目的別歳出予算】 

 

※当初予算額（Ａ）及び要求額（Ｂ）は、例年支出される経費である「経常的経費」と、政策的な判断のもと、行政 

サービスの新たな実施や拡充に支出される経費である「臨時的経費」の合算額です。 

※表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、款ごとの額と合計額が一致しない場合があります。 

令和６年度予算

1 議会費 3.8億円 3.9億円 ▲0.1億円 3.9億円 ▲0.1億円 ▲2.6%

2 総務費 76.7億円 78.4億円 ▲1.6億円 63.8億円 12.9億円 20.2%

3 民生費 433.3億円 441.4億円 ▲8.0億円 418.2億円 15.1億円 3.6%

4 衛生費 47.8億円 51.9億円 ▲4.0億円 48.0億円 ▲0.2億円 ▲0.4%

5 産業費 1.0億円 1.0億円 - 1.2億円 ▲0.2億円 ▲16.7%

6 土木費 38.0億円 38.0億円 - 45.7億円 ▲7.7億円 ▲16.8%

7 消防費 26.1億円 26.2億円 ▲0.1億円 23.2億円 2.9億円 12.5%

8 教育費 120.8億円 125.0億円 ▲4.2億円 71.4億円 49.4億円 69.2%

9 災害復旧費 - - - - - -

10 公債費 46.1億円 46.0億円 0.1億円 64.1億円 ▲18.0億円 ▲28.1%

11 予備費 0.3億円 0.3億円 - 0.3億円 - -

794.0億円 811.9億円 ▲17.9億円 739.9億円 54.1億円 7.3%

款

合　計　

要求額
（Ｂ）

当初予算額対前年度比較

増減額
（Ａ）－（Ｃ）

増減率
査定後

当初予算額(案)

（Ａ）

調整額
（Ａ）－（Ｂ）

令和７年度予算

当初予算額
（Ｃ）

令和７年２月３日
　　　企画財政部
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令和７年度　臨時的経費査定結果一覧

査定額

（千円）
所　見

査定額

（千円）
所　見

秘書業務人材派遣事業 効果的かつ効率的な業務執行に向け、秘書等業務に係る人材派遣を実施する。 4,724 0 更なる効率的な手法の検討の余地があることから不採択。 0 同　左

地域消防力強化事業

大規模災害時における全市域での機動的な消火対応を可能とし、地域防災力の更なる

強化を図るため、消防団の（仮称）錦分団の分団庫建設に向けた旧環境衛生事務所の

解体工事等及び新築に係る実施設計を行う。

59,730 59,730
新たな消防団分団の結成が促進され、地域消防力の強化を進めてきた事業の継続性を

踏まえ採択。
59,730 同　左

業務継続計画及び受援計画策定事業 業務継続計画を改訂するとともに、受援計画を策定する。 3,799 0 両計画の必要性は認識するものの、委託による策定は不要と判断し不採択。 0
委託による策定は不要と判断し不採択とするが、他自治体の計画等も参考に、策定作

業に着手すること。

（仮称）南部地域防災センター整備事業
旧錦コミュニティセンター事務所棟跡地に、新たな地域防災センターとして（仮称）

南部地域防災センターを整備する。
12,026 8,877 事業の継続性を踏まえ採択。必要備品については、4,000千円に減額査定とする。 8,877 同　左

企画課
第６次総合基本計画後期基本計画等策定

事業

令和８年度を始期とする第６次守口市総合基本計画後期基本計画及び第３期守口市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定する。

※ 令和６～７年度の２か年で策定

2,343 2,343 事業の継続性を踏まえ採択。 2,343 同　左

企画課 大阪・関西万博出展事業

市の魅力発信や知名度向上につなげるため、令和７年４月から開催される大阪・関西

万博で、大阪府市や府内市町村と連携した「大阪ウィーク」及び民間事業者が主催す

るイベントへの出展を行う。

5,713 4,793
大阪・関西万博への出展により市の魅力発信につながるものと考え採択。ただし、委

託料は2,000千円に減額査定とする。
4,793 同　左

デジタル戦略課 生成ＡＩ導入事業 効果的かつ効率的な業務執行に向けたＤＸ手法の１つとして、生成ＡＩを導入する。 879 0 令和７年度から取組が必要な事業ではなく、優先順位は低いと判断し不採択。 0 同　左

まちづくり戦略課
守口市駅北側エリアリノベーション推進事

業

守口市駅北側エリアリノベーション戦略に基づき、エリアプラットフォーム会議の運

営や都市計画道路豊秀松月線の歩行者利便増進道路（ほこみち制度）の指定に係る協

議の支援、旧桜町団地周辺の整備可能性調査に係る業務委託を実施する。

13,800 11,050

旧桜町団地周辺整備可能性調査等業務委託（11,050千円）については、今後の京阪

守口市駅前の再整備を見据え、早急に方向性を見出す必要があると判断し採択。エリ

アリノベーション推進事業支援業務委託（2,750千円）については、今後は地域が主

体的に取り組む体制への移行を進めるべきと考え、支援に係る業務委託は不採択。

8,800

旧桜町団地周辺整備可能性調査等業務委託については、今後の京阪守口市駅前の再整

備を見据え、早急に方向性を見出す必要があると判断し採択。ただし、事業費は減額

査定とする。エリアリノベーション推進事業支援業務委託については、今後は地域が

主体的に取り組む体制への移行を進めるべきと考え、支援に係る業務委託は不採択。

総務課 庁舎保全改修事業（外壁改修） 実施設計に基づき、庁舎外壁改修工事を実施する。 150,150 150,150 事業の継続性を踏まえ採択。 150,150 同　左

課税課 家屋異動判読事務事業
固定資産税の賦課に係る航空写真について、オルソ画像の作成及び家屋の経年比較に

よる判読業務委託を実施する。
5,937 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左

コミュニティ推進課 コミュニティセンター改修事業
中部エリアコミュニティセンター体育室、錦コミュニティセンター体育室及び八雲東

コミュニティセンターの改修工事に向けた実施設計及び石綿調査を実施する。
59,950 0 現時点で取組の優先順位は低いと判断し不採択。 0 同　左

コミュニティ推進課 西部コミュニティセンター改修事業 実施設計に基づき、西部コミュニティセンター改修工事を実施する。 434,464 434,170
事業の継続性を踏まえ採択。ただし、図書閲覧用タブレット購入（294千円）につい

ては不採択。
434,170 同　左

コミュニティ推進課 庭窪コミュニティセンター備品等購入事業 庭窪コミュニティセンターの供用開始に向け、施設内の消耗品、備品等を購入する。 25,716 12,000 必要な備品の購入は必要と認め採択。事業費は減額査定とする。 12,000 同　左
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査定額

（千円）
所　見

査定額

（千円）
所　見

企画財政部　査定結果 市長　最終査定結果

部・室・課 事　　業　　名　　称 事　　業　　概　　要
要求額

（千円）

総合窓口課 戸籍法改正に伴う振り仮名事務事業
戸籍法改正に伴い、全国民の戸籍の氏名に振り仮名が記載されることを受け、戸籍に

振り仮名を付与する。
27,763 13,028

法改正に伴い必要な事業であるため採択。ただし、会計年度任用職員の雇用について

は、国費の対象外となることが想定されることから、業務の繁忙具合に応じて人事課

予算の範囲内で対応すること。

13,028 同　左

地域振興課 金下貸店舗跡地広場整備事業

金下貸店舗跡地について、地元商店街の要望を踏まえ、市として商業振興に資する場

として整備するため、トイレや屋根を設置した「広場」として整備するための実施設

計を行う。

12,100 0

本跡地については、過去の経緯や立地の環境等を踏まえ、管理と活用のあり方につい

て更なる全庁的な議論を重ねた上で、具体的な整備の方向性を検討することが必要と

考え、現時点では不採択。

0 同　左

生涯学習・

スポーツ振興課
第４次生涯学習推進計画策定事業 令和８年度を始期とする第４次守口市生涯学習推進計画を策定する。 228 228 計画策定に要する附属機関の委員報酬として採択。 228 同　左

生涯学習・

スポーツ振興課
スポーツ関係団体活動助成事業

市総合体育大会等において事業費を支出するスポーツ関係団体（22団体）に対する１

団体あたり50千円（事業費の1/2）の活動助成金を以下のとおり変更する。

・活動助成金：１団体あたり40千円（市総合体育大会に係る事業費は10/10を対象）

・市代表出場交通費補助：440千円（22団体合計）

1,320 1,100
補助金額としては、現行の１団体あたり50千円とし、その中で、市総合体育大会に対

する補助上限額の見直しにも対応すること。
1,320

要求額を全額採択。ただし、補助金の形態としては、１団体あたりの補助金を60千円

とし、その中で、市総合体育大会に対する補助上限額の見直しにも対応すること。

人権市民相談課 人権に関する市民意識調査事業
守口市人権尊重のまちづくり条例の改正に向け、市民意識調査を実施するとともに、

調査結果を踏まえ、審議会を開催する。
4,061 0

人権に関する意識調査については、大阪府が令和７年度に同様の調査を実施すること

としており、市としては府の調査結果を踏まえ、令和８年度に条例の見直しを検討す

ることとし、令和７年度においては不採択。

0 同　左

人権市民相談課 第４次男女共同参画推進計画策定事業
令和８年度を始期とする第４次守口市男女共同参画推進計画を策定する。

※ 令和６～７年度の２か年で策定
492 492 事業の継続性を踏まえ採択。 492 同　左

地域福祉課
重層的支援体制整備事業への移行準備事

業

社会福祉法に基づく重層的支援体制の整備（努力義務）にあたり、相談事例に応じた

支援プランの立案や各機関との調整を行う多機関協働コーディネータを守口市社会福

祉協議会に委託するとともに、庁内での効果的な連携体制の構築に向けた研修等を実

施する。

8,113 0
必要性は認識するものの、市としてより有効な体制の構築に向けた検討をさらに深め

ていく必要があると考え、不採択。
0 同　左

地域福祉課 中核機関設置準備事業

認知症患者等の権利擁護支援や成年後見制度の利用促進を目的に、相談者、事業所、

行政等との間で判断困難事例を効果的かつ効率的に解決する中核機関の設置に向け、

専門家による研修等を実施する。

227 0
必要性は認識するものの、市としてより有効な体制の構築に向けた検討をさらに深め

ていく必要があると考え、不採択。
0 同　左

地域福祉課
市民協働推進事業（2025薬物乱用防止

キャンペーン）

守口地区保護司会との協働事業により「2025薬物乱用防止キャンペーン」を開催す

る（守口市公募型協働事業提案制度 採択事業）。
300 200

若年者層への薬物乱用に関する早期啓発事業として、市民協働推進事業で採択された

事業でもあり採択。ただし、事業経費については見直しの余地があり、担当部局と保

護司会との間で実施に向け調整を行うこととし、減額査定とする。

200 同　左

障がい福祉課

第４次障がい者計画並びに第８期障がい

福祉計画及び第４期障がい児福祉計画策

定事業

令和９年度を始期とする第４次守口市障がい者計画（令和18年度まで）並びに第８

期守口市障がい福祉計画及び第４期守口市障がい児福祉計画（令和11年度まで）を

策定する。

※ 令和７～８年度の２か年で策定

5,370 4,970
法定計画策定のため採択。策定支援業務委託料については、２か年合計で8,400千円

（要求額の９割相当。１年あたり4,200千円）に減額査定とする。
4,970 同　左

高齢介護課 高齢者補聴器購入助成事業
難聴のため補聴器が必要と医師が判断した高齢者を対象に、補聴器の購入の一部を助

成する。
750 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左

高齢介護課
老人福祉計画及び第10期介護保険事業計

画策定事業

令和９年度を始期とする守口市老人福祉計画及び第10期介護保険事業計画を策定す

る。

※ 令和７～８年度の２か年で策定

9,009 8,166

法定計画策定のため採択。策定支援業務委託料については、２か年合計で12,300千

円（要求額の９割相当。１年目：7,900千円、２年目：4,400千円）に減額査定とす

る。

8,166 同　左

高齢介護課
【特別会計介護保険事業】

介護予防元気もりもりポイント事業

高齢者の健康的な日常生活の継続に向け、アプリを活用した介護予防の情報発信を行

うとともに、歩行運動、フレイル予防、介護予防事業への参加等に対してアプリを通

じて健康ポイントを付与し、申請により電子マネーに交換する事業を実施する。

8,536 0 取組が必須の事業ではなく、財源として介護保険料にも影響するため不採択。 0
介護予防に向けた取組は必要であるが、本事業については事業効果や活用を踏まえ不

採択。より効果的な事業を検討すること。

保険課

【特別会計国民健康保険事業】

郵送型簡易血液検査事業（若年者特定検

診動機付け事業）の39歳に対しての検査

キットの送付

若年層（20歳から39歳まで）の国民健康保険被保険者を対象に、申込者に対して検

査キットを送付している郵送型簡易血液検査事業について、40歳以降の特定健康診査

の受診につなげるため、39歳の被保険者に対して、申込の有無に関わらず全員に検査

キットを送付する。

2,121 0
国保被保険者の動機付けへの関心とは言え、本事業が40歳以上の特定健診の受診勧

奨につながるとは言えないと判断し不採択。
0 同　左
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査定額

（千円）
所　見

査定額

（千円）
所　見

企画財政部　査定結果 市長　最終査定結果

部・室・課 事　　業　　名　　称 事　　業　　概　　要
要求額

（千円）

健康推進課 がん患者のアピアランスケア助成事業

がん罹患者の治療に伴う心理的、経済的負担の軽減や社会参加の支援、療養生活の質

の維持向上を図るため、がん治療によるアピアランス（外見）の変化を補完する

ウィッグや乳房補整具の購入の一部を助成する。

2,049 2,049 がん罹患者の負担軽減、社会参加支援等に有効な施策と判断し採択。 2,049 同　左

健康推進課 市民保健センター改修事業
市民保健センターの外壁、外部開口部等の改修工事に向けた実施設計及び石綿調査を

実施する。
23,980 23,980 施設の雨漏り等の状況を踏まえ、改修が喫緊の課題と考え採択。 23,980 同　左

子育て支援政策課 離婚前後親支援事業

離婚後も子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、共同養育の理解促進を図ると

ともに、養育費の支払や親子交流に関する取決の促進を図るため、公正証書の作成や

裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）等を利用した調停に係る費用の一部を助成する。

4,710 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 4,710
離婚前後の親への総合的支援により、ひとり親家庭のこども及び家庭の福祉向上に資

すると考え採択。

子育て支援政策課 子ども医療証カード化事業 現在、紙で発行している子ども医療証をカード化する。 5,174 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左

子育て支援政策課 子ども医療所得判定システム導入事業
乳幼児医療資格の一括切替における所得判定を自動で行うことができるよう、

Accessのシステムツールを導入する。
3,274 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左

こども施設課 保育所等入所関連業務委託事業
効果的かつ効率的な業務執行に向け、保育所等の入所関連業務を民間事業者に委託す

る。
17,741 0

「守口市行政経営プラン」にも記載のとおり、民間委託を進めるべき事業であるが、

スケールメリットを踏まえ、令和８年度末に更新時期を迎える子育て支援政策課の業

務委託と合わせて検討することとし、こども施設課単体の事業としては、現時点では

不採択。

0 同　左

こども施設課 公立認定こども園規模適正化事業

「守口市こども計画」に基づき、にじいろ認定こども園を民間移管（令和９年度）す

るため、「守口市立認定こども園の民間移管に伴う認定こども園運営者選考委員会」

を設置し、民間移管先の事業者の選考基準等を定め、審査を行う。

582 582 「守口市行政経営プラン」に基づく公立認定こども園の民間移管の推進に向け採択。 582 同　左

こども施設課 障がい児保育補助事業（拡充）

障がい児保育の充実に向け、私立認定こども園等に対して、加配が必要な児童に係る

保育教諭等の人件費の補助額を以下のとおり拡充する。

・特別児童扶養手当対象児童：243,500円 → 284,800円

・医師等の診断書、療育手帳等を有する児童：121,700円 → 142,400円

・その他加配が必要な児童：81,100円 → 94,900円

43,293 43,293
民間園における障がい児の円滑な受入体制充実に向け、人事院勧告も踏まえ、拡充は

必要と考え採択。今後は、人事院勧告を踏まえた拡充の考え方を整理すること。
43,293 同　左

こども施設課 認定こども園整備助成事業
外島認定こども園の民間移管後の園舎新築工事に対して、国庫補助を活用し、整備に

係る費用の一部を助成する。
238,691 238,691 事業の継続性を踏まえ採択。 238,691 同　左

こども施設課 民間保育士等緊急確保支援事業

新規保育士等の円滑な確保の支援による保育の受け皿確保に向け、就学前施設での安

定的な保育環境構築を図るため、民間保育士等緊急確保支援事業を継続して実施す

る。

813 0
緊急確保支援事業としては、令和７年度で終了することとし、令和８年度以降に向け

た告知物作成等については不採択。
813

緊急確保支援事業については、令和８年度までに限り実施することとし、令和７年度

における告知物作成等について採択。令和８年度までの間において、新たな保育士確

保策について検討すること。

こども施設課 保育士就職お祝い事業

新たな保育士確保策として、保育士資格を有する新卒者や潜在保育士、他自治体で働

く保育士に対して、守口市に転入し市内の民間保育所等に就職する場合に、１人100

千円を支給する。

415 0 新たな補助制度の創設は不要と考え不採択。 0 保育士確保策の必要性は認識するが、本事業については不要と考え不採択。

こども施設課 保育士育児休業取得支援事業

年度途中から育児休業を取得する保育士がいる民間保育所等が、あらかじめ代替保育

士を配置する場合に、育休取得保育士と代替保育士が同時に配置される期間に生じる

費用の一部を助成する。

20,000 0 新たな補助制度の創設は不要と考え不採択。 0 保育士確保策の必要性は認識するが、本事業については不要と考え不採択。

こども施設課 保育人材等就職・交流支援事業
保育士確保と就職後の離職防止に向け、ハローワーク等の関係機関と連携した就職

フェアを開催する。
2,408 0 新たな補助制度の創設は不要と考え不採択。 0 保育士確保策の必要性は認識するが、本事業については不要と考え不採択。
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（千円）

こども施設課
子ども・子育て支援交付金交付事業（一時

預かり事業（幼稚園型Ⅰ））

認定こども園における一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）に係る事務職員の配置に要する

費用の一部を助成する。
20,748 0 新たな補助制度の創設は不要と考え不採択。 0 保育士確保策の必要性は認識するが、本事業については不要と考え不採択。

こども施設課 保育人材紹介手数料補助事業
民間保育所等における保育士確保の促進に向け、採用にあたり人材紹介会社を利用す

る場合に要する紹介手数料の一部を助成する。
13,860 0 新たな補助制度の創設は不要と考え不採択。 0 保育士確保策の必要性は認識するが、本事業については不要と考え不採択。

こども家庭センター 新生児聴覚検査費助成事業
先天性聴覚障がいを早期に発見し発達促進につなげるため、新生児聴覚検査に要する

費用の一部を助成する。
7,706 7,706 府内他市町村の実施状況も踏まえ、市独自の新たな子育て支援策の１つとして採択。 7,706 同　左

こども家庭センター 産婦健康診査補助事業
産後うつの予防と新生児への虐待予防を図るため、産後２週間と産後１か月の出産後

間もない時期の産婦に対する健康診査に係る費用の一部を助成する。
12,368 12,368 府内他市町村の実施状況も踏まえ、市独自の新たな子育て支援策の１つとして採択。 12,368 同　左

こども家庭センター 多胎妊婦健康診査補助事業
多胎妊婦の負担軽減を図り、安全な出産につなげるため、単胎妊婦が受診する健康診

査より追加で必要となる健診の受診費用の一部を助成する。
829 829 府内他市町村の実施状況も踏まえ、市独自の新たな子育て支援策の１つとして採択。 829 同　左

都市・交通計画課 大阪モノレール新駅設置事業

大阪モノレール延伸（新駅設置）に向け、新駅設置事業再評価及び大阪中央環状線の

東西平面横断歩道設置のための調査・実施設計等を実施する。

※ 事業費（負担金）は門真市と折半

6,347 6,347 事業の継続性を踏まえ採択。 6,347 同　左

都市・交通計画課 住宅市街地総合整備事業
密集市街地における安全性の確保に向け、狭隘な主要生活道路の拡幅に向けた不動産

鑑定、用地買収及び道路整備を実施する。
47,232 47,232 密集市街地の安全性確保に向け採択。 47,232 同　左

道路公園課
弥治右衛門碑前公園及び藤田西公園再整

備事業
実施設計に基づき、弥治右衛門碑前公園及び藤田西公園の再整備を実施する。 378,700 378,700 事業の継続性を踏まえ採択。 378,700 同　左

道路公園課
旧佐太老人福祉センター跡地公園整備事

業
実施設計に基づき、旧佐太老人福祉センター跡地公園の整備を実施する。 82,300 82,300 事業の継続性を踏まえ採択。 82,300 同　左

道路公園課 都市計画道路豊秀松月線整備事業 都市計画道路豊秀松月線の拡幅整備事業を継続して実施する。 43,419 43,419 事業の継続性を踏まえ採択。 43,419 同　左

道路公園課 府道北大日竜田線交通安全事業

庭窪コミュニティセンターの整備に合わせ、一般府道北大日竜田線の歩道整備（約

180ｍ）に向けた用地買収等を実施する。

※ 大阪府からの受託事業として実施

178,900 178,900 事業の継続性を踏まえ採択。 178,900 同　左

住宅まちづくり課 市営住宅住替促進事業

老朽化した市営住宅の円滑な住替促進に向け、引越費用及び移転雑費の継続補助を行

うとともに、対象団地の区分所有者との交渉や補償算定業務を民間の専門事業者に委

託する。

49,706 24,009
事業の継続性を踏まえ採択。事業費は、空家補修委託及び移転費用補助金について減

額査定とする。
16,667 同　左

環境対策課
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

策定事業

2050年脱炭素社会の実現に向け、市民や民間事業者とともに地球温暖化対策に向け

た取組をさらに推進するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、「地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定する。

11,682 0 本計画の策定は努力義務であり、取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 10,549
市全体としての地球温暖化対策への取組に向け採択。ただし、策定支援業務委託料に

ついては、10,200千円（要求額の９割相当）に減額査定とする。

環境対策課 路上喫煙防止指導啓発業務委託事業

条例により路上喫煙禁止区域に指定している京阪守口市駅、大阪メトロ谷町線大日駅

及び守口駅周辺において、市職員が実施している路上喫煙防止の指導啓発を民間委託

する。

2,047 725
「守口市行政経営プラン」にも記載しており、条例に基づく効果的かつ効率的な啓発

活動に向け採択。ただし、事業費は減額査定とする。
725 同　左

　

こ

　

ど

　

も

　

部

　

都

　

市

　

整

　

備

　

部

　

環

　

境

　

下

　

水

　

道

　

部
4 ページ 30



査定額

（千円）
所　見

査定額

（千円）
所　見

企画財政部　査定結果 市長　最終査定結果

部・室・課 事　　業　　名　　称 事　　業　　概　　要
要求額

（千円）

廃棄物対策課
旧第４号炉焼却施設解体及び資源物ス

トックヤード整備事業

収集したプラスチック使用製品を保管するスペースとして、旧第４号炉焼却施設を解

体し、跡地に資源物ストックヤードを整備する。
19,140 19,140 事業の継続性を踏まえ採択。 19,140 同　左

廃棄物対策課 剪定枝等再資源化事業
ストックヤードに搬入された剪定枝等の廃棄物を、再資源化事業者によりチップ化あ

るいは堆肥化による再資源化を行う。
7,043 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左

廃棄物対策課 一般廃棄物処理基本計画策定事業

本市が加入する大阪広域環境施設組合で一般廃棄物処理基本計画の改訂が予定され、

各構成市におけるごみの排出見込量の推計が求められることから、当該組合の計画改

訂と合わせ、本市の排出見込量の推計を踏まえ、本市の一般廃棄物処理基本計画を策

定する（現計画は令和８年度までを計画期間としているが、１年前倒しで策定）。

14,286 11,500
法定計画策定のため採択。策定支援業務委託料については８割相当額に減額査定とす

る。
11,500 同　左

廃棄物対策課 事業系廃棄物搬入検査業務委託事業 ごみの減量や適正処分に向け、ごみの混入に係る搬入検査を委託する。 2,759 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左

下水道課
【下水道事業会計】

下水道管蕖水位観測システム整備事業

梶ポンプ場から流れる管渠において、ポンプ運転調整時の水位を適切に把握するた

め、市内５か所のマンホールに管渠内水位計（マンホールアンテナ）を設置するとと

もに、水位状況が確認できる監視システムを構築する。

30,000 0 取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左

下水道課
【下水道事業会計】

WPPP導入実施事業

国が推進する公共施設等運営事業及び同事業に準ずる効果が期待できる官民連携方式

（両者を合わせてWPPP（ウォーターPPP））の導入に向け、導入可能性調査、マー

ケットサウンディング等を行い、事業区分（対象施設）や業務範囲を決定する。

48,741 41,250

WPPPの導入決定は、令和９年度以降の交付金の要件化に伴い、汚水管の改築に係る

国費支援を受けるために必要であることから採択。ただし、事業費は減額査定とす

る。

41,250 同　左

公金収納システム改修事業
公金収納のデジタル化に向け、国の基準日である令和８年９月までに、公金収納にお

いてもeLTAXを活用できるよう、財務会計システムの改修及び連携試験を実施する。
0 0

国の方向性として、公金収納のデジタル化導入は示されていることから、市民の利便

性向上に向け、実施すべき事業ではあるが、今後、システム改修等に関する国の財源

措置等が示される可能性もあり、現時点では時期尚早と考え、当初予算としては不採

択。

0 同　左

教育総務課 さくら小学校校舎増築事業
児童、学級数の増加により教室数の不足が見込まれるさくら小学校について、令和６

年度の実施設計に基づき校舎の増築工事を実施する。
591,678 591,678 事業の継続性を踏まえ採択。 591,678 同　左

教育総務課 市立小中学校照明設備ＬＥＤ化事業

照明設備がＬＥＤ化されていない市内小中学校12校（既存校）において、リース方式

によりＬＥＤ照明設備を設置する。

※ リース料の支払は令和８年度以降のため、令和７年度予算は０円

0 0
既存校の安全安心な教育環境の確保に向け採択。なお、リース料の支払は令和８年度

からとなるため、令和７年度予算は０円とする。
0 同　左

教育総務課
市立小中学校モバイルＩＰ電話機リース事

業

市内小中学校等にＩＰ電話機を導入し、電話料金の抑制を図るとともに、防犯対策と

して校内無線を使用し、教室等での緊急事態の対応に活用する。
19,258 0

電話機の更新の必要性は理解するものの、最適な更新手法の検討が不十分であるた

め、令和７年度は現行契約を継続することとし、不採択。
0 同　左

教育総務課 守口小学校施設整備事業
守口小学校において、建替後の新校舎の供用開始に向け、必要備品、消耗品の購入等

を実施する。
240,292 68,697 事業の継続性を踏まえ採択。備品購入費、消耗品費については、減額査定とする。 68,697 同　左

教育総務課 学校規模等適正化事業（八雲中学校区） 八雲中学校区義務教育学校の建設（校舎、グラウンド整備等）を継続して実施する。 2,031,034 2,031,034 事業の継続性を踏まえ採択。 2,031,034 同　左

学校教育課 土曜日学習拡充事業 土曜日学習について、利用希望者のニーズを踏まえ、中学校等の定員枠を拡充する。 3,751 3,751 生徒の利用状況を踏まえ、拡充は必要と考え採択。 3,751 同　左

学校教育課
水泳指導補助等拡充事業（八雲東小学

校）

八雲東小学校において、民間施設及び民間事業者の指導員を活用した水泳指導を実施

する。
3,960 0 現時点で取組が必須の事業ではないと判断し不採択。 0 同　左
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査定額

（千円）
所　見

査定額

（千円）
所　見

企画財政部　査定結果 市長　最終査定結果

部・室・課 事　　業　　名　　称 事　　業　　概　　要
要求額

（千円）

学校教育課
水泳指導補助等拡充事業（八雲小学校・

八雲中学校）

八雲中学校区義務教育学校の開校を見据え、八雲小学校及び八雲中学校において、民

間施設及び民間事業者の指導員を活用した水泳指導を実施する。
10,848 0

令和９年度に統合後の八雲中校区義務教育学校は、プールを設置しないこととなって

いることを踏まえ、統合後に委託を開始するものとし、それまでは不採択。
0 同　左

学校教育課 校内教育支援センター支援員配置事業

現在、大阪府事業により小学校４校及び中学校１校に配置している校内教育支援セン

ター支援員について、令和７年度からは国・府補助事業（各1/3）として、小学校４

校及び中学校６校に拡充して配置する。

12,971 7,331 従前の府費配置分を一般財源で配置することのみ採択。追加配置分は不採択。 7,331 同　左

学校教育課 学校図書館活用促進整備事業
令和６年度のモデル事業（金田小、錦中）に続き、有識者の指導助言を受けつつ、学

校図書館の整備計画の作成や整備（内装改修、図書購入等）を行う。
3,820 0

令和６年度において２校を実施しており、今後も必要な場合はこの２校をモデル校に

学校図書館の見直しを図ることができると考え不採択。また、図書等の購入は経常的

経費で計上されており、その中で対応すること。

0 同　左

学校教育課 学校司書配置拡充事業
学校図書館の利用促進に向け、学校司書を各校に１人配置するとともに、有償ボラン

ティアによる配置から会計年度任用職員に変更する。
28,149 0 現行体制で対応すべきと考え不採択。 0 同　左

学校教育課 特別支援教育支援員配置事業
特別支援教育支援員について、有償ボランティアによる配置から会計年度任用職員に

変更する。
40,274 0 現行体制で対応すべきと考え不採択。 40,274 会計年度任用職員として雇用することについて採択。

学校教育課
スクールソーシャルワーカー活用事業

【中学校等拡充】

スクールソーシャルワーカーを全中学校等に、１校あたり隔週１回の派遣を行うこと

ができるよう拡充する。
9,817 0 現行体制で対応すべきと考え不採択。 0 同　左

学校教育課
「2025年日本国際博覧会児童・生徒招待

事業」に係る施設見学料補助事業

大阪・関西万博への大阪府の児童生徒招待事業にあたり、各校教職員の会場への下見

について、大阪府教育庁から入場料の補助が示されている１団体（１学年）あたり３

人を上回る人数分を計上する。

2,700 0
大阪府教育庁からは、１団体（１学年）あたり３名までは下見に行けることが示され

ていることから、人数の中で対応すべきと考え不採択。
0 同　左

学校教育課 スクールロイヤー配置事業

虐待やいじめのほか、学校や教育委員会への過剰な要求や学校事故への対応等の諸課

題への対応に向け、法的視点のみならず福祉的視点や学校教育についての理解、知識

を有した専門家であるスクールロイヤーを配置する。

3,584 0 従前の依頼相談に加え、庁内の法務専門官も有効に活用すべきと考え不採択。 0 同　左

保健給食課 小学校給食施設環境改善事業 安全安心な学校給食の提供に向け、小学校給食施設環境の改善を実施する。 8,360 0
既存校における校舎の長寿命化の方針を踏まえ、まずは教育委員会としての考え方を

整理すべきと考え、現時点では不採択。
0 同　左

保健給食課 全員喫食制中学校等給食推進事業

令和６年度に策定予定の中学校等給食実施方針に基づき、実施方式に応じた中学校の

給食施設改修工事及び中学校給食調理業務の委託事業者をプロポーザル方式により選

定する。

30,152 0

「中学校等給食実施方針」の策定手続について、１月下旬から２月下旬までパブリッ

クコメントを実施した上で、３月上旬に決定する予定となっており、予算編成時点で

は実施方式が正式に決定していないことから、実施方針の策定（＝実施方式の決定）

を経て予算を計上すべきと考え、現時点では不採択。

0 同　左

選挙事務業務委託事業
選挙の実施に伴う事務（契約、書類作成、問合せ対応、物品準備等）を民間事業者に

委託する。
7,400 0 事業の有効性（必要性）が不明確であると考え不採択。 0 同　左

　

教

　

育

　

部

選挙管理委員会

事務局

6 ページ 32



  令和７年 2 月３日 

市 民 生 活 部 

 

 

マイナンバーカード電子証明書更新等に伴う１階特設会場の開設について 

 

 

１．趣 旨 

  マイナンバーカードの交付件数は、マイナポイントが開始された令和２年から急

増し、マイナンバーカードに格納された電子証明書の有効期間（発行から５回目の

誕生日まで）が到来する令和７年度より大幅に増える見込みである。 

併せて、マイナンバーカードの制度が始まってから 10年が経過し、最初にカード

を作成した市民の更新の時期も迎えることから、特設会場を設けて効率的なマイナ

ンバーカード交付を含む電子証明書更新業務を実施しようとするものである。 

   

 

２．内 容 

◇実施業務 

・電子証明書新規発行および期間更新 

・暗証番号初期化および再設定 

・交付申請書発行および申請補助 

・マイナンバーカード交付 

・一時停止解除 

※ 住所異動等に伴う手続きは２階で実施。 

 

 

３．期 間 

◇運用期間 令和７年４月 1日（火）から令和８年３月 31日（火）まで 

  ※ 運用期間の混雑状況によっては上記期間より延長する可能性がある。 

 

 

４．場 所 

本庁舎１階 市民会議室 106号室 

※ 場所については、準備のため令和７年３月 24 日（月）から、また撤去のため

令和８年４月３日（金）まで、使用する。 
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令和７年２月３日 

【環境下水道部】 
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